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 公式通知 No.１０－１  

■特別規則書の誤記訂正 

以下の通り、誤記訂正する。 

１） 第２１条 出場車両 ２１－１  

   訂正前） （前略）・・・第 24条に合致していなければ・・・（後略） 

   ↓ 

   訂正後） （前略）・・・第 23 条に合致していなければ・・・（後略） 
 

２） 第２１条 出場車両 ２１－２ 

   訂正前） （前略）・・・上記２２-１の規定は適用されず、主催者により公認された車両（２１-７の表参照）で 

    第２３条・第２４条に合致していなければならない。 

   ↓ 

   訂正後） （前略）・・・上記２１-１の規定は適用されず、主催者により公認された車両（２１-７の表参照）で 

    第２２条・第２３条に合致していなければならない。 
 

３） 第２１条 出場車両 ２１－３ 

   訂正前） ２２-１に該当する車両であっても２０１７MFJ国内競技規則付則・・・（後略） 

   ↓ 

   訂正後） ２１-１に該当する車両であっても２０１８MFJ国内競技規則付則・・・（後略） 
 

４） 第２２条 NEOスタンダードクラス車両基本仕様 

   訂正前） （前略）・・・（P．４２付則１参照） 

   ↓ 

   訂正後） （前略）・・・（P．４３付則１参照） 
 

５） 第２３条 車両基本仕様 

   訂正前） ※NEOスタンダード各クラスの車両については、第２３条に規定される部分は除く。 

   ↓ 

   訂正後） ※NEOスタンダード各クラスの車両については、第２２条に規定される部分は除く。 
 

６） 第２４条 買取規定（“７時間決勝レース”のみ適用 ２４-１ 

   訂正前） （前略）・・・決勝レースで優勝した車両は、２５-２に定められた金額で、・・・（後略） 

   ↓ 

   訂正後） （前略）・・・決勝レースで優勝した車両は、２４-２に定められた金額で、・・・（後略） 
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７） 第３６条 決勝レース時間 

   訂正前） （前略）・・・土曜決勝レースには、第３４条 ３４-1・３４-２・３４-４により・・・（後略） 

   ↓ 

   訂正後） （前略）・・・土曜決勝レースには、第３３条 ３３-1・３３-２・３３-４により・・・（後略） 

 

８） 第４１条 レース中の車両修理 ４１-３ 

   訂正前） （前略）・・・給油については第４６条に従って行われる。・・・（後略） 

   ↓ 

   訂正後） （前略）・・・給油については第４４条に従って行われる。・・・（後略） 

 

９） 第４５条 フルコースコーション（競技の一時中立化） ４５-２ ①セーフティーカー導入手順 （１０） 

   訂正前） この間スペアマシンとの交換は認められない。 

   ↓ 

   訂正後） 全文削除 

 

１０） 第４６条 競技の中断 ４６－５ (A) ケース A  （３）車両に対する作業 

  （該当条文 大会特別規則 第 5 章 第 51 条 競技の中断） 

  以下の通り訂正する。 

  競技中断の合図が出された時点で、ピット作業中の車両は合図が出された以降も引き続いて全ての作業 

  を継続することができる。競技役員の指示によりメインストレート上のセーフティーカー後方のグリッドに 

  着いた時点から、グリッド上にてピット作業を行うことができる。ただし、以下の作業は禁止される。 

  ・燃料補給 

  ・タイヤ交換（競技監督が認めた場合を除く） 

 

以上 


